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Ａ種優先株式の取得及び消却に関するお知らせ 

 
 当社は、本日開催の取締役会において、当社発行のＡ種優先株式につき、ＳＭＢＣＣＰ投資事業有限責任組合
1 号（以下「本優先株主」といいます。）より、 当社定款第 12 条の６（金銭を対価とする取得条項）（以下「金
銭対価取得条項」といいます。）の定めに基づき金銭を対価として取得すること及び当該取得を条件として会社
法第 178条の規定に基づく消却を行うことを決議いたしました。 
また、本件にて当社発行のＡ種優先株式は全部償還（取得及び消却）されますことをあわせてお知らせいたし

ます。 

記 

１．Ａ種優先株式の取得の内容 
（１） 取得する株式の種類  ：Ａ種優先株式 
（２） 取得する株式の総数  ：1,000,000株 
（３） 株式の取得対価の内容 ：金銭 
（４） １株当たりの取得価額 ：1,135.932円 
（注）上記の取得価額は、発行時の 1 株あたり払込金額相当額（1,000円）に償還係数 1.111を乗じて得られ 

た額に、優先配当金日割相当額（取得日の属する事業年度において、取得日を基準日として優先配当金の 
支払がなされたと仮定した場合に、当社定款第 12条の６に従い計算される優先株配当金相当額）を加算 
した額です。 

（５） 株式の取得価額の総額 ：1,135,932 ,000円 
（６） 取得日        ：2023年９月 29日 
（７） 取得先     ：SMBCCP投資事業有限責任組合 1号 
 
２．Ａ種優先株式の消却の内容 
（１） 消却する株式の種類  ：Ａ種優先株式 
（２） 消却する株式の総数  ：1,000,000株 
（３） 消却の効力発生日   ：2023年９月 29日 
なお、Ａ種優先株式の消却については、上記１．によりＡ種優先株式を当社が取得することを条件とします。 

３．Ａ種優先株式の取得及び消却の理由 
当社は、2021 年３月 31 日付で、主として自己資本を早期に改善し財務基盤を安定化させる目的で、総額 20

億円のＡ種優先株式を発行いたしましたが、当社グループ（当社並びにその子会社及び関連会社をいいます。）
の収益力及び財務安全性の着実な向上を受け 2023年３月 31日付でＡ種優先株式の一部（発行価額 10億円相当）
を取得及び消却いたしました。 
その後、当社は、５ヶ年計画である第８次中期経営計画（2022 年３月期～2026 年３月期）を見直し、残り３

ヶ年の戦略・目標値の軌道修正を行うことを内容とした 2023年５月 19日付「中期経営計画の見直しに関するお
知らせ」を公表、早期に残りのＡ種優先株式の償還を行うことを目指すこととしておりましたが、この度、当社
グループを取り巻く事業環境並びに当社の利益剰余金の積み上がり状況及び当社グループの連結純資産比率の
状況などを踏まえ、優先配当等の支払い負担を低減し財務体質を健全化させる目的で、Ａ種優先株式の全部償還
の実施を決議したものであります。 
なお、これらのＡ種優先株式の内容については、2021年２月８日付「第三者割当による種類株式の発行、定款

の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

４. 業績への影響 

Ａ種優先株式の取得及び消却に伴う当社及び当社連結業績への影響は軽微であります。 
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